
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サンプル又は試薬を収容する容器と、

　複数の前記容器を配置するディスクと、
　前記ディスクにおける前記容器を特定温度に保つための 開口部を有する恒
温槽と、
　前記恒温槽の開口部を閉じるための を備えた自動分析装置において、

　を備えていることを特徴とする自動分析装置。
【請求項２】

【請求項３】
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　前記サンプル又は前記試薬の分注を行うアームと、

ものであり、

カバーと
　前記カバーは、
　前記アームが進入する開口部を備えた固定蓋部と、
　固定蓋部とは独立して開閉可能となるように前記固定蓋部に対して接続される可動蓋部
と、
　前記固定蓋部を前記恒温層に対して取り外し可能に固定する固定手段と、

　前記恒温槽は、前記サンプルの温度を保つためのサンプル用恒温槽であることを特徴と
する請求項１記載の自動分析装置。

　前記恒温槽は、前記試薬の温度を保つための試薬用恒温槽であることを特徴とする請求
項１記載の自動分析装置。



【請求項４】

【請求項５】

【請求項６】

【請求項７】

【請求項８】

【請求項９】

【請求項１０】
　 、前記固定手段の反対側に前記恒温槽に取り付けるための係合部を有す
ることを特徴とする の自動分析装置。
【請求項１１】
　 、前記恒温槽に対して所定の深さで嵌合することを特徴とする

の自動分析装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、サンプルを自動的に分析する自動分析装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の自動分析装置は、図１４に示すように、サンプルを収容した複数の試験管が配置さ
れるサンプラ１００と、これらサンプラ１００に隣接して配設された第１の試薬庫１０１
及び第２の試薬庫１０２と、これらサンプラ１００、第１の試薬庫１０１及び第２の試薬
庫１０２内からサンプル或いは試薬を吸引し反応管に分注するアーム１０３とを備えてい
る。さらに、サンプラ１００を密閉するサンプラカバー１０４、第１の試薬庫１０１を密
閉する第１の試薬庫用カバー１０５及び第２の試薬庫１０２を密閉する第２の試薬庫用カ
バー１０６を備えている。
【０００３】
通常、サンプラ１００内のサンプル及び試薬は、蒸発防止や安全性確保のために、サンプ
ル及び試薬の特性に合わせ所定の温度で一定となるように冷却されたり、温められたりし
て用いられている。このため、サンプルに関していえば、サンプラ１００内を所定の温度
で一定となるようにサンプラ１００及びサンプラカバー１０４が断熱機能を有するように
作られている。
【０００４】
また、このサンプラ１００の内部には、図１５に示すように、サンプルを収容した複数の
試験管を二重同心円状に保持するサンプルディスク１０７が設けられている。そして、サ
ンプルの区別をするために各試験管に対応して番号が付されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述した生化学自動分析装置においては、試料及び試薬を交換する際、サンプ
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　前記可動蓋部は、前記固定蓋部に対して回動自在に接続されることを特徴とする請求項
１記載の自動分析装置。

　前記カバーのうち、開いている蓋の開く度合いを制御して停止させる開閉制御部を備え
ることを特徴とする請求項４記載の自動分析装置。

　前記カバーは、その上面に手持ち部が配設されることを特徴とする請求項１乃至５のい
ずれか１項記載の自動分析装置。

　前記ディスクは、前記容器の外周形状に対応した開口形状を有する複数の保持部を外周
及び内周にそれぞれ同心円状に形成することを特徴とする請求項１記載の自動分析装置。

　前記ディスクは、前記複数の保持部を千鳥状に配置したことを特徴とする請求項７記載
の自動分析装置。

　前記カバーは、少なくとも内面が断熱性材料から形成されることを特徴とする請求項１
乃至８のうちいずれか１項記載の自動分析装置。

前記固定蓋部は
請求項１記載

前記固定蓋部は 請求項１
記載



ラカバー１０４を取り外し、サンプラ１００の上面をすべて開放した状態で行っていた。
このため、試料及び試薬を交換する際、サンプラ１００内の温度が大幅に変化してしまう
といった不都合が生じてしまう。このような場合、サンプラ１００内を再び所望な温度に
設定し直す必要があり、作業効率が悪いといった問題がある。また、上述した生化学自動
分析装置において、サンプラカバー１０４は、自重でサンプラ１００内部を密閉するよう
な構造となっており、サンプラ１００内部を確実に密閉することが困難であり、断熱効果
が十分でないといった問題もある。
【０００６】
加えて、上述した生化学自動分析装置では、サンプラ１００を解放する際に、サンプルカ
バー１０４を装置自体から完全に取り外す必要があった。このため、サンプラカバー１０
４の取り外しの際、当該サンプラカバ－１０４をサンプリングアーム１０３等になどにぶ
つけてしまう可能性があった。さらに、取り外したサンプラカバー１０４の置き場がない
ため、周囲の空きスペースや周辺のテーブルなどに仮置きするしかなく、これも不注意に
よる事故を誘発する可能性があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、 を確実に開
閉することができ、複数のサンプルを効率よく自動分析することができる自動分析装置を
提供することを目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る自動分析装置は、サンプル又は試薬を収容する容器と、

複数の前記容器を配置するディスクと、前記ディスクに
おける前記容器を特定温度に保つためのものであり、開口部を有する恒温槽と、前記恒温
槽の開口部を閉じるための を備えた自動分析装置において、

【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る自動分析装置の好適な実施の形態について図面を参照して詳細に説明
する。
【００１２】
本実施の形態では、図１に示すように、血清や尿等の試料の成分分析を自動的に行う生化
学自動分析装置１を例示して説明する。なお、本発明は、ここで例示する生化学自動分析
装置１に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各種装置に適用されることは勿論
である。
【００１３】
この生化学自動分析装置１は、試料が収容された複数の試験管が配設される恒温槽２と、
この恒温槽２に隣接して配設される第１の試薬庫３及び第２の試薬庫４と、第１の試薬庫
３の外周に配設された反応部５と、第１の試薬庫３内の試薬を分注する第１の分注アーム
６と、第２の試薬庫４内の試薬を分注する第２の分注アーム７と、恒温槽２内の試料を分
注するサンプリングアーム８とを備えている。また、この生化学自動分析装置１は、恒温
槽２を略々密閉するように配設されたサンプラカバー９を備えている。
【００１４】
この生化学自動分析装置１において、恒温槽２は、内部を所定の温度に維持する温度調節
機能を有しており、内部を所望の温度に維持することができる。また、この恒温槽２内に
は、図２に示すような複数の試験管を配設するサンプルディスク１０が回転自在に配設さ
れている。このサンプルディスク１０には、試験管の外周形状に対応した開口形状を有す
る複数の保持部１１が円周に沿って形成されている。特に、これら保持部１１は、外周及
び内周にそれぞれ同心円状に配列するとともに、外周側と内周側とが重ならないように、
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例えばサンプラのような恒温槽や試薬を保冷する恒温槽

前記サンプル又は
前記試薬の分注を行うアームと、

カバーと 前記カバーは、前記
アームが進入する開口部を備えた固定蓋部と、固定蓋部とは独立して開閉可能となるよう
に前記固定蓋部に対して接続される可動蓋部と、前記固定蓋部を前記恒温層に対して取り
外し可能に固定する固定手段と、を備えていることを特徴とするものである。



いわゆる千鳥状に配列している。また、これら保持部１１は、この千鳥状に順に番号付け
されている。すなわち、外周側の所定の保持部１１ａを「１」としたときに、この「１」
の保持部１１ａに隣接する内周側の保持部１１ｂを「２」とし、この「２」の保持部１１
ｂに隣接する外周側の保持部１１ｃを「３」とするように、順に番号付けしている。
【００１５】
また、サンプルディスク１０の側面には、各保持部１１に達する切欠き１２が形成されて
いる。このため、各保持部１１は、サンプルディスク１０の側面方向から切欠き１２を介
して目視可能とされる。
【００１６】
一方、このサンプルディスク１０が収納される恒温槽２は、図３に示すようなサンプラカ
バー９により略々密閉することができる。このサンプラカバー９は、恒温槽２に対して固
定して装着される固定部１３と、この固定部１３に対して開閉可能に配設された可動蓋部
１４とから構成される。すなわち、このサンプラカバー９において、固定部１３と可動蓋
部１４とは、ヒンジ１５を介して接続されている。
【００１７】
また、このサンプラカバー９の固定部１３には、その外周面に、恒温槽２に固定するため
のラッチ１６が配設されている。このラッチ１６は、固定部１３の複数箇所に形成されて
いてもよく、複数箇所に形成されることによってより確実に固定することができる。さら
に、このサンプラカバー９には、固定部１３の上面に、手持ち部１７が配設されるととも
にサンプリングアーム８が進入可能なように開口部１８が形成されている。さらにまた、
このサンプラカバー９の固定部１３には、ラッチ１６の反対側に、恒温槽２に取り付ける
ための係合部１９が形成されている。
【００１８】
このように構成されたサンプラカバー９は、少なくとも内周側が断熱性材料や密着性の良
い弾性材料から形成される。これにより、サンプラカバー９が恒温槽２に取り付けられた
状態で、恒温槽２の内部を密閉することができ、所望の温度に維持することができる。す
なわち、サンプラカバー９の少なくとも内周側を断熱性材料や密着性の良い弾性材料から
形成することによって、サンプラカバー９は、恒温槽２内部の雰囲気を外部に逃がすよう
なことが防止できるとともに外部の雰囲気を内部に進入させるようなことを防止すること
ができる。
【００１９】
このようなサンプラカバー９を恒温槽２に取り付ける際には、図４に模式的に示すように
、先ず、恒温槽２の側面に配設された係合爪２０にラッチ１６を係合させる。
【００２０】
次に、恒温槽２の外周面に配設される係合爪２１を固定部１３の係合部１９に係合させる
。これにより、固定部１３は、恒温槽２を確実に密閉するように取り付けられることとな
る。
【００２１】
また、このサンプラカバー９において、可動蓋部１４は、固定部１３に対して所定の位置
で停止可能とされることが好ましい。言い換えると、可動蓋部１４は、フリーストップヒ
ンジ等のロック機構を有するヒンジ１５を介して固定部１３に接続されることが好ましい
。このようなロック機構を有するヒンジ１５を介することによって、可動蓋部１４は、固
定部１３に対して所定の角度で位置を維持することができ、自重で恒温槽２を閉塞する方
向に移動するようなことが防止されることになる。
【００２２】
ところで、このようなサンプラカバー９は、係合爪２１を外した後、ラッチ１６を係合爪
２０から外すことによって、恒温槽２から容易に取り外すことができる。具体的には、先
ず、係合爪２１を外した後、固定部１３を、図５中矢印ａで示す方向に回動させ、その後
、サンプラカバー９全体を、図５中矢印ｂで示す方向に移動させる。このように、上述し
たサンプラカバー９は、恒温槽２に対して非常に容易に取り外しが可能である。
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【００２３】
以上のように構成された生化学自動分析装置１は、恒温槽２がサンプラカバー９により密
閉されており、恒温槽２内部が所定の温度に維持されている。そして、サンプラカバー９
に形成された開口部１８からは、恒温槽内のサンプルディスク１０に保持された試験管が
臨むこととなる。このため、サンプリングアーム８がこの開口部１８内に挿入され、開口
部１８から臨む試験管内の試料をサンプリングすることができる。
【００２４】
また、このサンプルディスク１０は、開口部１８から順次試験管を臨ませる必要があるた
め、恒温槽２内で所定の速度で回転駆動されている。このとき、サンプルディスク１０は
、上述したように、千鳥状に保持部１１が形成されており、これら保持部１１に保持され
た複数の試験管を有している。
【００２５】
このサンプルディスク１０では、試験管が千鳥状に保持され、かつ各保持部１１に切り欠
き１２が形成されているため、バーコードが添付された試験管を用いる場合、サンプルデ
ィスク１０の側面側に配置されたバーコードリーダによってサンプルディスク１０が１周
する間に、保持部１１に付した番号順にすべての試験管のバーコードを読み取ることがで
きる。
【００２６】
さらに、この生化学自動分析装置１では、サンプルディスク１０に保持された試験管を交
換する場合、サンプラカバー９の可動蓋部１４を動かして恒温槽２の内部を解放する。す
なわち、この生化学自動分析装置１では、サンプラカバー９を半開きにした状態で試験管
を交換することができるため、恒温槽２内の雰囲気の変化を極力小とすることができる。
このため、この生化学自動分析装置１によれば、恒温槽２内の温度変化を小とすることが
でき、サンプラカバー９を閉めてから測定可能になるまでの時間を短縮でき、恒温槽内部
を条件温度に維持するための消費電力を抑えることが可能となる。
【００２７】
また、この生化学自動分析装置１では、試験管を交換或いは補充する場合、サンプラカバ
ー９をサンプルディスク１０に取り付けた状態で作業が行えるため、サンプラカバー９を
外してサンプリングアーム８等の他部品にぶつけたり、試料・試薬の上に落としたりする
といった危険も防止できる。また、作業中に取り外したサンプラカバー９の置き場に困っ
たり、仮置きしたサンプラカバー９を不注意で破損したりする危険も防止できる。
【００２８】
さらに、必要に応じてサンプラカバーの固定部１３を、上述したように取り外すことで、
サンプラカバー９を恒温槽２から取り去ることもできる。このため、恒温槽２やサンプル
ディスク１０をメンテナンスするような場合、操作性に優れたものとなっている。
【００２９】
また、この生化学自動分析装置１において、サンプラカバー９は、上述したように、ロッ
ク機構を有するヒンジ１５を介して固定部１３及び可動蓋部１４を接続しているため、可
動蓋部１４を所望の位置で停止させることができる。このため、可動蓋部１４を手動で回
動させて恒温槽２内を解放した場合、この可動蓋部１４が自重で恒温槽２を閉塞する方向
に回動してしまうようなことが防止される。この生化学自動分析装置１は、例えば操作者
が作業中に手を挟まれる危険を防止することができる等、恒温槽２の開閉動作に際して優
れた安全性を有することとなり、また、可動蓋部１４がサンプリングアーム８等を損傷し
てしまうような事故を防止できる。
【００３０】
また、生化学自動分析装置においては、必要に応じて保持部（サンプルディスク）に保持
されている試験管を各保持部に付与された番号順（測定順）に交換、補充する場合がある
が、当該生化学自動分析装置１は、上述したように千鳥状に配設された保持部１１に対し
て、サンプルディスク１０が千鳥状に順次番号付けされている。このため、可動蓋部１４
を回動させて恒温槽２を半開き状態とし、サンプルディスク１０の略半分を外方へ露出さ

10

20

30

40

50

(5) JP 3808651 B2 2006.8.16



せたとき、図６（ａ）に示すように、連続した番号が付与された保持部１１が露出するこ
ととなる。具体的に、「１」から「２４」まで順に番号付けされたサンプルディスク１０
では、「１」～「１２」の保持部１１が露出することとなる。また、このサンプルディス
ク１０を略半回転させることによって、図６（ｂ）に示すように、「１３」～「２４」の
保持部１１が露出することとなる。なお、この図６において、サンプルディスク１０上の
斜線部は、固定部１３に覆われて外方に露出されていない領域を示している。
【００３１】
これに対して、図７に示すような従来のサンプルディスク５０では、外周側に配列された
保持部５１に順次番号付けされ、その後の番号が内周側に配列する保持部５２に引き継が
れて順次番号付けされている。具体的に、この従来のサンプルディスク５０を使用した場
合、図８（ａ）に示す状態で「１」～「６」を露出させ、その後、サンプルディスク５を
略半回転させ図８（ｂ）に示す状態で「７」～「１２」を露出させる。次に、サンプルデ
ィスク５０を再び略半回転させ図８（ｃ）に示す状態で「１３」～「１８」を露出させ、
その後、サンプルディスク５０を更に再び略半回転させ図８（ｄ）に示すように「１９」
～「２４」を露出させる。
【００３２】
このように、従来のサンプルディスク５０を使用した場合、「１」～「２４」の保持部５
１を番号順に露出させようとすると、サンプルディスク５０を略２回転させる必要がある
。したがって、このようなサンプルディスク５０を使用した場合には、保持部５１に付与
された番号順に、試験管を交換する際に非常に煩わしい作業となってしまい、交換ミスを
発生し易い。
【００３３】
これに対して、生化学自動分析装置１では、図６（ａ）（ｂ）に示したようにサンプルデ
ィスク１０を略１回転させるだけで、保持部１１に保持されている全ての試験管を付与し
た番号順（或いは測定順）に順次連続して交換することができる。このように、上述した
生化学自動分析装置１は、従来のサンプルディスク５０を使用した場合と比較して、交換
すべき試験管の位置を容易に認識することができるので、交換ミスの発生を防ぐことがで
き、大幅に作業効率が向上したものとなる。
【００３４】
ところで、本発明に係る生化学自動分析装置は、上述したようなサンプラカバー９を有す
るような構成に限定されるものではない。すなわち、他の実施の形態として示す生化学自
動分析装置は、図９及び図１０に示すように、恒温槽２に対して嵌合させるようなサンプ
ラカバー２５を有するような構成であっても良い。
【００３５】
このサンプラカバー２５は、恒温槽２の外径と略々同寸法の内径を有し、固定部２６に対
して可動蓋部２７が回動自在に配設されてなる。また、このサンプラカバー２５の側面に
は、恒温槽２の係合爪２１と係合する係合凸部２８が形成されている。
【００３６】
このように構成されたサンプラカバー２５は、恒温槽２に填め込められるとともに係合爪
２１が係合凸部２８と係合することによって、当該恒温槽２に固定される。このとき、サ
ンプラカバー２５は、固定部２６が所定の深さで恒温槽２に嵌合しているため、特に、可
動蓋部２７に対する固定手段が無くとも、恒温槽２を確実に密閉することができる。言い
換えると、このサンプラカバー２５は、係合爪２１を外し、上方に持ち上げるだけで恒温
槽２から容易に取り外すことができる。
【００３７】
このようなサンプラカバー２５においても、可動蓋部２７を回動させて恒温槽２内部を外
方に臨ませることができる。このため、このサンプラカバー２５を使用した場合も、恒温
槽２内部の雰囲気の変化を極力抑えることができる。また、サンプラカバー２５全体を取
り外すことなく、試験管の交換や補充を行えるため、作業性に優れたものとなる。
【００３８】
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また、本発明に係る生化学自動分析装置１では、図１１に示すようなサンプラカバー３０
を有するような構成であっても良い。このサンプラカバー３０は、内周面に、棒状に突出
してなる係合突起３１が複数配設されている。また、このサンプラカバー３０は、恒温槽
２の外径よりと略々同寸法の内径を有し、固定部３２に対して回動自在に可動蓋部３３が
配設されている。このサンプラカバー３０を使用する場合、恒温槽２の外周面に係合突起
３１と係合する係合溝３４が複数形成されている必要がある。
【００３９】
このように構成されたサンプラカバー３０は、その係合突起３１と恒温槽２の係合溝３４
とを正確に位置決めした後、恒温槽２に対して図１１中矢印ａで示す方向に移動させて填
め込む。その後、サンプラカバー３０は、図１１中矢印ｂで示す方向に回転されて、恒温
槽２に対して確実に固定される。
【００４０】
このサンプラカバー３０は、係合突起３１と係合溝３４とが係合することにより恒温槽２
に確実に取り付けられているため、特に他の固定手段を必要としない。このため、サンプ
ラカバー３０は、比較的簡易な構造となり、操作性が向上したものとなる。
【００４１】
このようなサンプラカバー３０においても、可動蓋部３３を回動させて恒温槽２内部を外
方に臨ませることができる。このため、このサンプラカバー３０を使用した場合も、恒温
槽２内部の雰囲気の変化を極力抑えることができる。また、サンプラカバー３０全体を取
り外すことなく、試験管の交換や補充を行えるため、作業性に優れたものとなる。
【００４２】
さらに、本発明に係る生化学自動分析装置１では、図１２に示すようなサンプラカバー４
０を有するような構成であっても良い。このサンプラカバー４０は、固定部４１における
恒温槽２と接する部分４１ａが磁性材料から構成されており、この固定部４１に回動自在
に可動蓋部４２が接続されたような構成である。このサンプラカバー４０を使用する場合
、恒温槽２における固定部４１と接する部分４３も磁性材料から構成されることが好まし
い。
【００４３】
このように構成された生化学自動分析装置１では、固定部４１と恒温槽２とが磁力により
密着し、サンプラカバー４０が恒温槽に取り付けられることとなる。この場合、サンプラ
カバー４０を恒温槽２上に載置するだけで、固定部４１を確実に固定することができ、サ
ンプラカバー４０の簡略化を達成することができる。
【００４４】
このようなサンプラカバー４０においても、可動蓋部４２を回動させて恒温槽２内部を外
方に臨ませることができる。このため、このサンプラカバー４０を使用した場合も、恒温
槽２内部の雰囲気の変化を極力抑えることができる。また、サンプラカバー４０全体を取
り外すことなく、試験管の交換や補充を行えるため、作業性に優れたものとなる。
【００４５】
また、さらに本発明に係る生化学自動分析装置１では、図１３に示すようなサンプラカバ
ー６０を有するような構成であってもよい。このサンプラカバー６０は、恒温槽２に対し
て固定して装着される固定部６１と、この固定部６１に対して開閉自在に配設された可動
蓋部６２とから構成される。
【００４６】
固定部６１の外周には、恒温槽２に固定するためのラッチ６３が配設されている。ラッチ
６３は、固定部６１の外周に複数箇所あってもよい。恒温槽２の側面に配設された係合部
２０に、ラッチ６３を係合させることにより、固定部６１は恒温槽２に対して固定される
こととなる。
【００４７】
可動蓋部６２を開く場合は、この係合部の固定と、固定部６１の自重で固定部６１の浮き
上がりを押さえる。可動蓋部６２を閉じたときは、恒温槽２の外周面に配設される係合爪
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２１が、可動蓋部６２の先端部の係合部６４に係合する。これにより、固定部６１、可動
蓋部６２共に、恒温槽２を確実に密閉するように取り付けられる。
【００４８】
このようなサンプラカバー６０においても、可動蓋部６２を動かして恒温槽２内部を外部
に臨ませることができる。このため、このサンプラカバー６０を使用した場合でも、恒温
槽２内部の雰囲気の変化を極力抑えることができる。また、サンプラカバー６０全体を取
り外すことなく、試験管の交換や補充を行えるため、作業性に優れたものとなる。
【００４９】
ところで、本発明において、サンプラカバーの固定部と恒温槽との固定手段は、上述した
ようなものに限定されず、ネジやマジックテープ、フック等の固定手段を使用したもので
あっても良い。また、これら固定手段は、必要に応じて固定手段を解除可能なものとする
ことによって、サンプラカバーを全て取り外すこともできる。例えば、固定手段としてプ
ッシュボタンを押してフックを解除する手法を採用すれば、工具を使わず容易にサンプラ
カバー全体の取り外しができる。
【００５０】
また、本発明の自動分析装置は、可動蓋部の開閉状態を判断するセンサをサンプラカバー
側或いは恒温槽側に備えることが好ましい。この場合、可動蓋部が開いており、恒温槽が
外方に露出しているときは、センサが可動蓋部の開きを感知し、生化学自動分析装置１の
測定動作が停止するように制御される。
【００５１】
すなわち、サンプルディスクやアーム、試験庫の動きが停止するように制御される。また
、恒温槽内に保持された試験管上に付されたバーコードの読み取り中に交換等のため可動
蓋部を開けた場合、センサが可動蓋部の開きを感知してバーコードの読み取りを停止する
ように制御される。そして、可動蓋部が閉じられたことをセンサが感知した後、バーコー
ドの読み取りを停止した時点から引き続き読み取りを行うか、或いは始めから読み直しを
行う。これにより、自動分析装置は、誤動作を確実に防止することができ、信頼性の向上
したものとなる。
【００５２】
最後に、上述の実施の形態は、本発明のほんの一例である。このため、本発明は、上述の
実施の形態に限定されることはない。例えば、上述の実施の形態の説明では、サンプルの
恒温槽に限って述べてきたが、試薬を保冷する恒温槽に関しても同様に扱うことができる
。この他、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、例えば設計等に応じて種
々の変更が可能であることは勿論である。
【００５３】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明に係る自動分析装置では、恒温槽を確実の開閉可能
とすることができ、複数のサンプルを効率よく自動分析することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る自動分析装置を適用した実施の形態となる生化学自動分析装置の構
成を示す概略斜視図である。
【図２】サンプルディスクの平面図である。
【図３】サンプラカバーの斜視図である。
【図４】サンプラカバーを恒温槽に装着する状態を模式的に示す分解斜視図である。
【図５】サンプラカバーを恒温槽に装着した状態を模式的に示す側面図である。
【図６】可動蓋部を開いた状態で臨むサンプルディスクを模式的に示す平面図であり、（
ａ）は「１」～「１２」の保持部が臨む状態を模式的に示す平面図であり、（ｂ）は（ａ
）の状態からサンプルディスクを略半回転させた状態を模式的に示す平面図である。
【図７】従来の生化学自動分析装置に使用されるサンプルディスクの平面図である。
【図８】図７に示したサンプルディスクを使用し、可動蓋部を開いた状態で臨む当該サン
プルディスクを模式的に示す平面図である。
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【図９】他の実施の形態として示す生化学自動分析装置に使用されるサンプラカバーを模
式的に示す分解斜視図である。
【図１０】図９に示したサンプラカバーを恒温槽に装着した状態を示す側面図である。
【図１１】更に他の実施の形態として示す生化学自動分析装置に使用されるサンプラカバ
ーを模式的に示す分解斜視図である。
【図１２】更に他の実施の形態として示す生化学自動分析装置に使用されるサンプラカバ
ーを模式的に示す分解斜視図である。
【図１３】さらに、他の実施の形態として示す自動分析装置に使用されるサンプラカバー
を模式的に示す分解斜視図である。
【図１４】従来の生化学自動分析装置の分解斜視図である。
【図１５】従来の生化学自動分析装置に使用されるサンプルディスクの一例をしめす平面
図である。
【符号の説明】
１…生化学自動分析装置、２…恒温槽、３…第１の試薬庫、４…第２の試薬庫、５…反応
部、９…サンプラカバー、１０…サンプルディスク、１１…保持部、１２…切欠き、１３
…固定部、１４…可動蓋部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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